
適格請求書等保存方式（インボイス制度）について 
 
 

 2023 年（令和 5 年）10 月 1 日より、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保
存方式（いわゆる「インボイス制度」）が開始されることに伴い、本学では適格請求書発行
事業者の登録をいたしましたのでお知らせいたします。 
 

適格請求書発行事業者登録番号  T3110005000758 

 
氏 名 又 は 名 称 ： 学校法人新潟青陵学園 
本店又は主たる事務所の所在地： 新潟県新潟市中央区水道町 1 丁目 5939 番地 
 
 
当法人が運営する学校名・施設名 
 ・新潟青陵大学 
 ・新潟青陵大学短期大学部 
 ・新潟青陵高等学校 
 ・新潟青陵幼稚園 
 
 
 

＜本件担当・問い合わせ＞   
事 務 局  財 務 課  
連絡先：025-266-0539 
FAX ：025-267-0053 
zaimu@n-seiryo.ac.jp 


